
県県行行政政参参画画・・協協働働推推進進計計画画 具体的な推進方向の展開(案) 
 
（１）情報共有の推進（ともに知る） 
 ①身近で開かれた県政の推進 
   □情報公開の推進 
□トップパブリシティの充実 

 ②県民が主体的に選択できる情報の提供 
□多様なチャンネルの活用 
□わかりやすい情報の提示 

 
（２）政策形成プロセスにおける参画の推進（ともに考える） 
 ①県民が参画する機会の拡充 
□直接に意見交換する機会の充実（フォーラム等） 

 ②政策形成への参画を推進するしくみの整備 
□審議会等の委員の公募の推進（アドバイザー､モニターなどさまざまな役割の
導入を含む）、会議の公開推進 

   □県民の意見を反映するしくみの充実（パブリックコメントの推進、地域団体や
NPO 等との協働による政策形成手法の検討、県民からの政策提案の検討、コミ
ュニティシンクタンクによる県民の企画立案支援等） 

    
（３）政策展開プロセスにおける協働の推進(ともに取り組む) 
 ①協働で取り組む機会の拡充 
□協働で実施する事業の拡充（協働先の選定方法の検討含む） 
□協働で取り組む範囲の拡大（施設の運営や維持管理の推進、利用者が運営スタ
ッフとなる事業や施設の運営等） 
□推進員等の職務の円滑化 

 ②県民と県の協働を促すしくみづくり 
   □NPO や地域団体等へのアウトソーシング（外部委託）の推進 
   □アダプトシステムの整備 
 
（４）評価・検証の実施（ともに確かめる） 
 ①県行政運営の成果等の公表 
 ②県行政への評価・検証に参画するしくみづくり 
□県民の視点に立った政策評価と成果の発表（美しい兵庫指標(ＭＹ指標)等） 
□身近な課題や県の施策に対するモニターチェックの実施 

    
（５）総合的な推進（ともに支える） 
 ①参画と協働の普及・啓発 
②職員意識の醸成 
③参画と協働の総合的推進 
□条例の推進 
□推進体制の整備（庁内、市町・活動団体等との連携） 
□総合調整（支援指針との連動等） 
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